
※各社２名以内のご参加まで 

※参加申込書にご記入頂いた情報は、会員確認及び当研修会に関する連絡のみに利用致します。 

 

 労働各法や社会労働保険制度は、毎年のように改正され、マイナンバーカードによるオンライン資格確認も始まり特

に中小企業にとっては適切な手続きが難しくなっています。 

そこで、難解な労働基準法（労働各法）と社会労働保険制度のうち日常的に遭遇する頻度の高い手続と内容につい

て分かりやすく簡潔に説明いたします。この機会に是非ご参加ください。 

日  時  令和7年8月5日（火） 午後1時30分～午後４時30分 

会  場  名護市産業支援センター ２階会議室 （名護市大中1-19-24） 

内  容  基礎からわかる社会保険・労働保険の事務手続 

1．入職・身上異動・退職 

2．病気・ケガ・病気欠勤・死亡 

3．妊娠・出産・育児・介護 

4．定時決定・随時改定・産休育休終了時改定 

5．保険料の計算と控除 

6．年度更新・労働災害・通勤災害 

7．労働時間・休憩・休日・割増賃金・有給休暇など 

         ※講義内容は変更する場合があります。 

 

講  師  社会保険労務士 前里 久誌 氏 

        （オフィスMサポート代表） 

受 講 料    会 員：無 料   非会員（一般市民）：お一人につき1,000円       

定  員  30 名（定員に達し次第締め切り致します。） 

申込方法   下記申込書に記入のうえＦＡＸにてお申込み下さい。（電話、メール可） 

問合せ先  沖縄北部法人会TEL(0980)54-3120    E-mail:info@okihokuhoujin.com 

以上 

※駐車場には、限りがございます。近隣の民間、市営駐車場等をご利用下さいますようお願いいたします。 

※台風接近時の対応について 

「暴風警報」発令等により公共交通機関が運休する場合は、研修会を延期もしくは中止いたしますので予めご了承願います。 

社会保険・労働保険基礎講座参加申込書 FAX （0980）50-9053 

令和7年  月  日 

法人名  TEL  

参加者名   

 

〈

中小企業の支援の傍ら、就業規則、社会保険制度、給与計

算、無期転換など数多くのセミナーを実施。


